
「医療版」情報銀⾏の制度構築

加賀市

情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会
要配慮個人情報ＷＧ（第１回）
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電⼦カルテ

学校健診 ※

予防接種歴
乳幼児健診
妊婦健診
がん検診
⾻粗しょう症健診
⻭周疾患健診
肝炎ウィルス健診

事業主健診
特定検診
薬剤情報
⼿術情報等

検査結果（⼀部）
その他電⼦カルテの情報 等

保健医療情報
情報の種別

⾃治体中間サーバ

学校

加賀市役所
（⾃治体）

事業主

保険者

医療機関

情報発⽣源

ライフログウェアラブルデバイス
個⼈記録ライフログ

オンライン資格確認等システム

パーソナル
情報蓄積機能
（ＰＨＲ／ＥＨＲ）

情報流通機能個⼈

分析システム

同意管理

同意管理

API
連携

医療⾏政反映 利活⽤事業者治療・健康増進に活⽤

加賀市役所医療従事者等（医師、看護師、
薬剤師、管理栄養⼠など）

製薬企業
医療サービス事業者

API
連携

患者
提⽰

分析
情報

匿名化
提供

情 報 銀 行

PHR・EHR

⽬的 「医療版」情報銀⾏に蓄積された健康医療情報を元にした市の政策への反映と、データに
基づいた個⼈への健康改善指導を⾏い、ロコモ・フレイル対策を⾼度化。

加賀市内の医療機関

⾃治体保有データの活⽤

個⼈の健康情報

※ 継続して蓄積している学校健診データを活⽤
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「医療版」情報銀⾏を核とした先端的な健康医療サービス（検討中）



（外部）

利活用事業者へ

匿名化して提供

管理元
Input
実施情報

Outcome
結果情報

健 診
加賀市役所
学校、事業主

健診結果
特定検診

職場健診結果

診 療 所

病 院

問 診 医療機関
年齢
性別

主訴
病状

触診結果
背景要因

（家族歴、生活様式、既
往歴）

検 査

診 断
医療機関

疾病名
DPC分類

身長・体重
バイタル

検体検査値
病理レポート
生理レポート

放射線レポート

処 置

処 方
医療機関

入退院歴
処置項目

処方内容（保険適
用分）

保険適応外処置・処方
手術レポート

介 護 介護事業者

入退院歴
介護サービス利用

状況
介護記録

そ の 他 PHR事業者
PHR系情報（体重、血圧、運動量、...）、

食品購入履歴など

学 校 健 診 教育委員会 学校健診結果

パーソナル
情報蓄積機能

全年齢対象

検診・検診 連携機能

電子

カルテ

SS－MIX２

HL7/FHIR

介護事業

者システム
連携機能

民間PHR 連携機能

医療情報
・医療情報

・健診情報

介護情報
・介護情報

ＰＨＲ
・日常の情報

分析機能
当面は高齢者を

対象に分析

・ロコモ・

フレイル分析

・経営分析

・治験支援

その他サービス

情報流通

匿名加工

システム 連携方式 構 築 す る シ ス テ ム

電子カルテ実装

時期に合わせる

抽出・蓄積

連携機能

医療・介護事業者

保 有 デ ー タ 活 用

治療/健康増進

に活用

医療行政に反映

学校健診 連携機能

・加賀市及び加賀市内の医療機関・介護施設で保有している健康医療情報の集約の流れについて記載。
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「医療版」情報銀⾏のシステム構成（検討中）



・蓄積されたデータの分析は次の利⽤を想定。

０次利用

診療結果データの遠

隔バックアップ

災害時の代替運用

遠隔バックアップと

非常時の代替手段

２次利用： データ利活用
・高齢者向け政策(高齢者福祉施策、介護保険事業計画)、健康増進施策に反映

・市保有データと組み合わせた分析

・過去の健診データ等

・匿名化された医療情報の分析

１次利用： 臨床データ共有

・市民自身の医療情報参照

・検診・健診情報把握による意識改善

・処方箋情報の把握

・電子カルテ（告知済疾病名、アレルギーなど）

・高齢者の健康情報を家族と共有

・健康状況の個人別の分析と指導（検討中）

・共同診療のための医療機関の情報共有

患者を中心とした医療・介護の情報共有

医療情報の保護 データ共有と利活用

データ分析に基づいた健康増進策

（ロコモ・フレイル対策）の立案

医療機関間の病歴閲覧

PHR(患者自身の照会）

個人の健康
状態分析

リスクと指導を
フィードバック
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「医療版」情報銀⾏のデータ活⽤・分析機能（検討中）



○ HL7FHIRの実装等により、健康医療情報の⾃治体を超えたデータ連携を推進し、相互運⽤性を確保する。
これにより、PHRを介して個⼈の健康増進の取組を⽀援するほか、匿名加⼯情報の⼆次利⽤を可能とし、⾼齢者
のロコモ・フレイル対策としての先端リハビリ機器・プログラム開発を促進する。

○ フレイル・ロコモ対策に関する診療科を有する医療機関のAPI連携により、本⼈同意の下での健康医療情報の
患者本⼈やその家族による⼀元管理を可能とする（「医療版」情報銀⾏制度の構築）。

健康医療情報の⾃治体を超えたデータ連携 「医療版」情報銀⾏制度の構築

患者等

○○総合病院 △△クリニック

□□診療所

⑤本⼈同意に基づく第三者提供

①アカウント開設
（説明、本⼈確認、

意思確認）

④データ閲覧

医療機関
②受診／診療

③本⼈同意に基づく
健康医療情報の提供

（情報データベースのAPI公開）
基本契約

健康医療情報

健康医療情報

市内のフレイル・ロコモ対策に関する診療科を
有する医療機関にAPI連携を条例で義務付け

デジタル⽥園健康特区の取組内容（健康医療情報の連携）

地域医療情報連携ネットワークＡ

地域医療情報連携ネットワークＢ 地域医療情報連携ネットワークC

API（HL7FHIR）によるデータ連携

併せて、下記についても連携して検討。
・ PHRに係る患者本⼈に対する同意⼿続のあり⽅
・ 患者へのID付与（地域ID、マイナンバー活⽤）のあり⽅ 等

※HL7FHIR︓Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resource。
医療情報交換のための実装しやすい新しい標準規格として海外で注⽬
されているもの。

情報銀⾏等第三者機関

※マイナンバー・マイナンバーカードの活⽤も検討

PHR/EHR

PHR/EHR PHR/EHR

令和４年３月４日 第３回スーパーシティ
専門調査会 資料２から抜粋
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（１）「医療版」情報銀⾏への健康医療情報の提供（データベースのAPIの公開）

加賀市内の特定の医療機関に対し、フレイル・ロコモ対策に係る健康医療情報について、患者の同意を得て情報
銀⾏に提供するため、健康医療情報のデータベースのAPIの公開を条例で義務付ける。

・条例で対象とする具体的な医療機関は、加賀市内のフレイル予防、ロコモ対策に関連する内科及び整形外科を
有する医療機関とする予定。

・加賀市の中核医療機関である加賀市医療センター、加賀市の医師会に相談したところ、加賀市の医師会⻑より
協⼒を得る必要がある医療機関として、24機関の推薦があった。

（２）健康医療情報の取扱いルールの策定

医療版「情報銀⾏」を運⽤する為には、医療機関、情報銀⾏、⾃治体等の間における健康医療情報の取扱い
ルールの策定が必要となるため、加賀市において、そのルールを先⾏して策定し、医療版「情報銀⾏」サービスを実装
した上で、国全体のルールへの適⽤を図る。
※なお、現在の「情報信託機能の認定に係る指針Ver2.1」において、対象とする「個⼈情報」には「要配慮個⼈情報」は含まない

ため、健康医療データは限定的な取扱いとなっている。また、同指針では、将来的な取扱を⽬指して検討はされているものの、
現時点では、健康医療分野において情報連携基盤を担う事業者への規律は定められていない。
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「医療版」情報銀⾏の構築に関する規制・制度改⾰



（定義）
第１条 この条例において次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⼀ 特定医療機関 加賀市内においてフレイル予防⼜はロコモ対策に関連する診療科を有する医療機関のうち、加賀市⻑が指定するものをいう。
⼆ 特定健康医療情報 特定医療機関が保有する健康医療情報（フレイル予防⼜はロコモ対策に関するものに限る。）をいう。
三 患者等 患者及びその法定代理⼈をいう。
四 医療版情報銀⾏事業 患者等の委託を受けて、特定医療機関が保有する特定健康医療情報を電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法により取得、保管及び

加⼯し、当該患者等に提供（他の者を介して提供することを含む。）する業務をいう。
五 医療版情報銀⾏事業者 前号の業務を⾏う事業者であって、加賀市の認定を受けたものをいう。

（特定医療機関の義務）
第２条 特定医療機関は、特定健康医療情報についてデータベースを作成し、医療版情報銀⾏事業者が医療版情報銀⾏事業を⾏えるよう加賀市⻑が指定する

体制を整備なければならない。
第３条 特定医療機関と情報銀⾏との間での円滑なデータ連携を確保するため、特定医療機関はデータ連携基本⽅針を策定し、これに反しない医療版情報銀⾏事

業者の求めに応じて特定健康医療情報を提供なければならない。

（特定医療機関による不合理な差別防⽌）
第４条 特定医療機関は、情報銀⾏に対して特定健康医療情報を提供するに当たり、データ連携基本⽅針に定めがある事項を除き不当に差別的な取扱いを⾏
つてはならない。

（情報銀⾏の責務）
第５条 情報銀⾏は、特定健康医療情報を取り扱うに当たっては、その漏えい、滅失及び毀損の防⽌その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら
ない。

２ 情報銀⾏は、特定健康医療情報について、患者等との間で締結する委託契約において定められた⽬的以外の⽬的のために利⽤し、⼜は提供してはならない。
３ 前項に関し必要な事項は、加賀市⻑が別途指定するものとする。
４ 前項の指定に当たり、加賀市⻑は、情報信託機能の認定に係る指針の最新版その他医療分野における適切な情報管理に必要な事項を定めた法令等を参照す

るものとする。

（情報銀⾏の従業員等の責務）
第６条 情報銀⾏に従事する者⼜は従事していた者は、その業務に関して知り得た特定健康情報をみだりに他⼈に知らせ、⼜は不当な⽬的に使⽤してはならない。
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「医療版」情報銀⾏構想の条例のイメージ



市⺠の健康対策の要件をケアカンファレンスのメンバー中⼼に整理 → 加賀市健康医療ＷＧ

「医療機関へのAPI義務化」に加え、必要な要件について確認を実施中

介護福祉⼠

⾔語聴覚⼠ 理学療法⼠ 作業療法⼠

話す・聞く・⾷べる機能の
指導・訓練

⽇常⽣活の
⾝体機能回復

社会復帰のための
応⽤動作の回復

⾷事、⼊浴、排泄、歩⾏
の介助や相談、介護者の
精神⾯の⽀援

ケアマネージャ

⼼⾝の状況や環境などに
応じ、介護サービスのケア
プラン作成

医師 看護師

法務

規制改⾰に向けた
検討課題を整理

医療分野からの連携の
実現性を⾼める

ロコモ・フレイル対策に
必要な分析を実施する

研究者

政策責任者 IT/デジタル

医療分野からの連携の
実現性を⾼める

加賀市のデジタル政策
に合わせて構築

加賀市の医療政策と
市⺠の健康・介護施策

システム事業者

情報銀⾏関係に
精通した事業者

加 賀 市 健 康 医 療 Ｗ Ｇ

（ Ｗ Ｇ リ ー ダ ）
加賀市⺠
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ステークホルダーとの合意形成に向けた準備



9

市内介護事業者・医療従事者より、情報銀行を活用して以下の改善を実現したいという意見が出ている。

【 課 題 】
個人の支援に必要な情報が、それぞれの立場でタイムリーに入手できない。
また、それぞれのチーム員がどのような支援を行っているのか把握しにくく、統一した支援が難しい。

【目指す姿】
タイムリーに必要な情報をそれぞれのチーム員が入手でき、本人の支援に活かすことができる。
本人が自身の状態を把握することで、健康管理に活かすことができる。（災害時や本人が意思確認できない場合も活用する）

健診データ

レセプト情報（検査結果含む）

カルテ情報

薬剤情報

ケアプラン

介護サービス利用時の情報

活動データ（歩数、食事内容

等）

【個人の情報銀行】

・本人が情報管理する。

・統合されたIDの管理
介護福祉士

薬剤師

リハ職 ※

行政

家族

看護師

ケアマネジャー

医師

●診断名の把握ができ重複内服の確認や薬剤処方の適切化ができる
●症状の把握ができ、副作用や薬剤の効果についての把握ができる

●診察時の医師の指示を把握でき、タイムリーに支援できる
●福祉職への疾患に関する助言ができる

●家族の意向の反映
●支援内容の把握

●介護サービスの利用時のバイタルサイン等の情報を診察に活かすことができる

●支援の進捗状況の把握がタイムリーにできる ●治療状況の把握ができ、ケアに活かすことができる
●医師への相談がタイムリーにできる

●医師からの指示を活かしたプログラムの提供ができる

●認定結果や更新のお知らせ等の情報のアナウンス
●健診受診勧奨及び保健指導

●診断名が把握できるので、リハビリテーションのプログラムへ活かすことができる

加賀市健康医療WGの意⾒・要望を踏まえた検討

※リハ職：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
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医療機関

医師、看護師、薬剤師、管

理栄養士、理学療法士...

訪問看護ステーション

看護師、理学療法士、

作業療法士

薬 局

薬剤師

歯科医院

歯科医師、歯科衛生士
居宅介護支援事業所

ケアマネージャ

療養生活の相談援助

訪問看護・リハビリ

指示

指示

• 介護事業者間の連携

居宅介護

支援事業所

• 健康情報のケアプラン活用

• 介護業務とかかりつけ医連携

• 入退院時の情報連携

• 介護情報を活用した医師支援

• 入退院支援（介護・看護の引継ぎ）

• お薬手帳の電子化

診療所

クリニック

訪問歯科診療

訪問診療

訪問薬剤管理指導

高齢者

市内介護事業者・医療従事者より、専⾨職間の連携の課題解決に利⽤したいという意⾒が出ている。

加賀市健康医療WGの意⾒・要望を踏まえた検討

情報銀行を活用した取組みのイメージ

家族

• 家族との健康状態の共有



R4 1Q 2Q 3Q 4Q 令和5 １Q

調査・仕様検討

・分析システム
・ビジネスモデル検討

調達関連作業

・調達対象事業の選定
・資料招請・意見招請
・入札（提案・審査）

予算化検討

・令和５年度予算
・補助金申請手続き

提案

医療センター導⼊開始
情報銀⾏構築開始

業務要件の明確化

システム化要件検討

令和5年度
予算審議・市⻑裁定▼

令和5年度
議会承認▼

政府・県 補助⾦等 活⽤検討

想定調達額
決定▼

調達額想定▼
調達計画検討

予算執⾏

▼事業者決定

関係ステークホルダーとの合意形成

申請

⼊札
システム構築範囲の決定

稼働後のビジネスモデル（収⽀計画案）

承認

条例検討
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令和４年度のスケジュール（想定）




